












  ７

7　新潟大学養護教諭特別別科





7 新潟大学養護教諭特別別科 

 

(1) 履修の手続き 

各自の履修計画に基づき，所定の期間内に「学務情報システム（インターネットの web 画面）」

により履修申請を行い，授業担当教員の承認を得なければならない。 

 

(2) 指導教員 

 特別別科には，指導教員がおかれている。指導教員は，特別別科学生の学習指導を行うととも

に，広く学生生活に関しても指導助言に当たる目的で設けられている。故に特別別科学生は，常

に指導教員と親密な関係を保ち，学問に関することはもちろん，家庭的，経済的等の個人的な問

題でも遠慮なく相談し，学生生活を十分意義あるものとすることが望ましい。 

 

(3) 修了のための基準 

 修了のため必要な最低修得単位数は，次のとおりである。 

 1) 教養科目 

a) 必修として定められている単位 6 単位。 

b) 体育(講義・実技)科目 

  必修として定められている 2 単位。 

 2) 専門科目 

a) 養護に関する科目 

  必修として定められている単位を含め，22 単位以上。 

b) 教職に関する科目 

  必修として定められている単位を含め，14 単位以上。 

合計 44 単位以上 

 

(4) 修了後の資格 

 看護師（婦）免許を取得している者で，所定の課程を修了した者は，養護教諭一種免許状を取

得することができる。 
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８ 教育学部諸規程 

 

(1) 新潟大学教育学部規程 

(趣旨) 

第1条 新潟大学教育学部(以下「本学部」という。)の教育課程の編成，学生の履修方法，卒業の要件等に関し

必要な事項については，新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)の規定に基づき，この

規程の定めるところによる。 

(教育研究の目的) 

第1条の2 本学部は，学校教育に関する研究を基盤として，その専門的な理論及び技術・技能を身につけ，広

く生涯学習社会における諸課題に即応できる実践的能力を備えた教育的指導者の養成を目的とする。 

(課程等) 

第2条 本学部に，次の表に掲げる課程，コース及び専修を置く。 

課程名 コース名 専修名 

学校教員養成課程 学校教育コース 学校教育学専修 

教育心理学専修 

特別支援教育専修 

教科教育コース 国語教育専修 

社会科教育専修 

数学教育専修 

理科教育専修 

音楽教育専修 

美術教育専修 

保健体育専修 

技術科教育専修 

家庭科教育専修 

英語教育専修 

(教育課程) 

第3条 本学部の教育課程は，教養教育に関する授業科目及び専門教育に関する授業科目により編成する。 

2 本学部の授業科目の区分は，別表第1による。 

(履修方法) 

第4条 学生は，授業科目について，別表第1及び別表第2の定めるところにより，所定の単位を修得しなけれ

ばならない。ただし，外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間，中等教育を受

けた学生の履修方法については，別に定める。 

2 前項の別表第 2 に規定する教養教育に関する授業科目の科目区分等及びその科目区分等に基づく授業科目は，

新潟大学における授業科目の区分等に関する規則(平成16年規則第38号)の定めるところによる。 

3 本学部において履修すべき専門教育に関する授業科目及びその単位数は，別表第3から別表第8までに定め

るところによる。 

4 教育実習の履修については，別に定める。 

(履修手続) 

第5条 学生は，履修しようとする授業科目を選択し，各学期ごとに定める所定の期日までに，履修手続きを行

い，授業担当の承認を得なければならない。 

(試験) 
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第6条 試験は，学期末に行うものとする。ただし，不定期に開設する授業科目その他特別の事情により学期末

に試験を行うことができない授業科目については，この限りでない。 

2 試験における不正行為により懲戒処分を受けた学生に対しては，不正行為を行った科目は不合格(0 点)とし，

それ以外の当該学期の履修登録科目は，すべて履修取消とする。 

3 病気その他やむを得ない理由により第1項の試験を受けることができない学生については，追試験を行うこ

とができる。 

4 第1項及び前項の規定により実施した試験の結果，不合格となった授業科目については，原則として再試験

は行わない。ただし，卒業年次の学生で，教養教育に関する授業科目又は専門教育に関する授業科目のうち，

1科目(外国人留学生等の場合は，2科目)について不合格のため，第9条の卒業要件を満たさない学生につい

ては，本人の願い出により，再試験を行うことができる。 

(卒業研究) 

第7条 卒業研究を履修しようとする学生は，本学部に3年以上在学し，95単位以上を修得していなければな

らない。 

2 卒業研究の内容，審査方法等については，別に定める。 

(教員の免許状) 

第8条 本学部において，取得することができる教員の免許状の種類及び免許教科等は，別表第9のとおりとす

る。 

(卒業) 

第9条 本学部に通算4年以上在学し，かつ，第4条第1項に規定する所定の単位を修得した学生の卒業の認定

は，教授会の議を経て，学長が行う。 

(編入学，再入学，転部及び転入学) 

第10条 学則第62条第1項，第63条及び第64条の規定による編入学，再入学又は転入学を志望する者がある

場合は，編入学及び転入学にあっては第 2 年次又は第 3 年次の始めに，再入学にあっては学期の始めに限り，

別に定めるところにより選考の上，教授会の議を経て，学長が編入学，再入学又は転入学を許可することが

ある。 

2 学則第64条の規定による転部を志望する者がある場合は，第2年次又は第3年次の始めに限り，別に定める

ところにより選考の上，転部を許可することがある。 

3 前項の規定により許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算の認定については，教授会

が行う。 

(転コース等) 

第11条 本学部の学生で転コース又は転専修を志望する者がある場合は，別に定めるところにより，第3年次

の始めに，選考の上，転コース又は転専修を許可することがある。 

2 前項の規定により許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算についての認定は，教授会

が行う。 

(雑則) 

第12条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，教授会が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月20日教育規程第1号) 

1 この規程は，平成21年4月1日から施行する。 
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2 平成20年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件並びに転課程等の取扱いについては，なお従前の例

による。 

附 則(平成22年3月8日教育規程第7号) 

1 この規程は，平成22年4月1日から施行する。 

2 平成21年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については，なお従前の例による。 

附 則(平成23年3月6日教育規程第1号) 

1 この規程は，平成23年4月1日から施行する。 

2 平成22年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については，なお従前の例による。 

附 則(平成24年3月16日教育規程第2号) 

1 この規程は，平成24年4月1日から施行する。 

2 学校教員養成課程の学校教育コースの幼児教育専修は，改正後の第2条の規定にかかわらず，平成24年3月

31日に当該専修に在学する者が当該専修に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 平成23年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については，なお従前の例による。 

附 則(平成25年3月21日教育規程第2号) 

1 この規程は，平成25年4月1日から施行する。 

2 平成24年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については，なお従前の例による。 

附 則(平成26年3月17日教育規程第1号) 

1 この規程は，平成26年4月1日から施行する。 

2 平成25年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については，なお従前の例による。 

附 則(平成27年3月6日教育規程第1号) 

1 この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

2 平成26年度以前に入学した学生の履修方法については，なお従前の例による。 

附 則(平成28年3月20日教育規程第2号) 

1 この規程は，平成28年4月1日から施行する。 

2 平成27年度以前に入学した学生の履修方法については，なお従前の例による。 

附 則(平成29年3月20日教育規程第2号) 

1 この規程は，平成29年4月1日から施行する。 

2 学習社会ネットワーク課程，生活科学課程，健康スポーツ科学課程及び芸術環境創造課程は，改正後の第2

条の規定にかかわらず，当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間，存続するものとす

る。 

3 平成28年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については，なお従前の例による。 

附 則 

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 
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第6条 試験は，学期末に行うものとする。ただし，不定期に開設する授業科目その他特別の事情により学期末

に試験を行うことができない授業科目については，この限りでない。 

2 試験における不正行為により懲戒処分を受けた学生に対しては，不正行為を行った科目は不合格(0 点)とし，

それ以外の当該学期の履修登録科目は，すべて履修取消とする。 

3 病気その他やむを得ない理由により第1項の試験を受けることができない学生については，追試験を行うこ

とができる。 

4 第1項及び前項の規定により実施した試験の結果，不合格となった授業科目については，原則として再試験

は行わない。ただし，卒業年次の学生で，教養教育に関する授業科目又は専門教育に関する授業科目のうち，

1科目(外国人留学生等の場合は，2科目)について不合格のため，第9条の卒業要件を満たさない学生につい

ては，本人の願い出により，再試験を行うことができる。 

(卒業研究) 

第7条 卒業研究を履修しようとする学生は，本学部に3年以上在学し，95単位以上を修得していなければな

らない。 

2 卒業研究の内容，審査方法等については，別に定める。 

(教員の免許状) 

第8条 本学部において，取得することができる教員の免許状の種類及び免許教科等は，別表第9のとおりとす

る。 

(卒業) 

第9条 本学部に通算4年以上在学し，かつ，第4条第1項に規定する所定の単位を修得した学生の卒業の認定

は，教授会の議を経て，学長が行う。 

(編入学，再入学，転部及び転入学) 

第10条 学則第62条第1項，第63条及び第64条の規定による編入学，再入学又は転入学を志望する者がある

場合は，編入学及び転入学にあっては第 2 年次又は第 3 年次の始めに，再入学にあっては学期の始めに限り，

別に定めるところにより選考の上，教授会の議を経て，学長が編入学，再入学又は転入学を許可することが

ある。 

2 学則第64条の規定による転部を志望する者がある場合は，第2年次又は第3年次の始めに限り，別に定める

ところにより選考の上，転部を許可することがある。 

3 前項の規定により許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算の認定については，教授会

が行う。 

(転コース等) 

第11条 本学部の学生で転コース又は転専修を志望する者がある場合は，別に定めるところにより，第3年次

の始めに，選考の上，転コース又は転専修を許可することがある。 

2 前項の規定により許可された者の既に修得した単位の取扱い及び在学期間の通算についての認定は，教授会

が行う。 

(雑則) 

第12条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，教授会が別に定める。 

附 則 

この規程は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月20日教育規程第1号) 

1 この規程は，平成21年4月1日から施行する。 
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　　　附　則（平成 30 年 3 月 20 日教育規程第 4号 )

 

1　この規程は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。

2　�平成 29 年度以前に入学した学生の履修方法及び卒業要件については，なお従前の例による。ただし，施行

の日に現に教育学部に在籍する学生は，改正後の別表 6 に規定する授業科目のうち「法律学特講 III」，「法

律学特講 IV」，「経済学特講 III」，「経済学特講 IV」，「哲学・倫理学特講 III」及び「哲学・倫理学特講 IV」

を履修し，卒業に必要な単位とすることができる。

　　　附　則 (平成 30 年 10 月 11 日教育規程第 6号 )

 　この規程は，平成 30 年 10 月 11 日から施行し，平成 30 年 4 月 1 日から適用する。

　　　附　則 (平成 31 年 2 月 7 日教育規程第 1号 )

 　この規程は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。
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別表第1(第3条，第4条関係) 

履修基準表 

課程等 

 

 

 

科目 

学校教員養成課程 

学校教育コース 教科教育コース 

学校教育学専修 特別支援教育専修 
小学校主免 中学校主免

教育心理学専修 小教基礎免 中教基礎免 

教養教育に関する授業科目 29 29 29 29 29

専門教育に

関する授業

科目 

課程共通科目 2 2 2 2 2

教職専門科目 52 45 33 52 40

教科専門科目 18 12 20 18 ―

専修専門科目 10 4 4 14 30

特別支援教育専門科目 ― 25 25 ― ―

卒業研究 6 6 6 6 6

自由科目 7 1 5 3 17

合計 124 124 124 124 124

備考  

1 自由科目は，教養教育に関する授業科目，専門教育に関する授業科目並びに新潟大学における授業科目

の区分等に関する規則に定める留学生基本科目区分及び医歯学科目区分のうちから履修するものとする。 

2 学校教育コース特別支援教育専修の「小教基礎免」は小学校教諭免許状取得の資格を基礎として同専修

を履修するコースをいい，「中教基礎免」は中学校教諭免許状取得の資格を基礎として同専修を履修す

るコースをいう。 

3 教科教育コースの「小学校主免」は所属する専修において小学校教諭一種免許状取得を主として履修す

るコースをいい，「中学校主免」は所属する専修において中学校教諭一種免許状取得を主として履修す

るコースをいう。 

別表第2(第4条関係) 

教養教育に関する授業科目履修基準表 

科目区分 細区分 単位数 

  必修 選択必修 

健康・スポーツ 体育実技 1  

体育講義 2  

情報リテラシー 2  

大学学習法 2  

英語 英語 4  

初修外国語 2 

4 

新潟大学個性化科目 自由主題 2 

地域入門 

地域研究 

自然系共通専門基礎 4 

自然科学 

人文社会・教育科学 6(日本国憲法2単位を含む。)

合計 29 

  人文社会・教育科学科目区分は，別表第3から別表第8に定める授業科目を除く。 
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別表第3(第4条関係)

別表第4(第4条関係)

課程共通科目

教職専門科目

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

課
程
共
通
科
目

教育実践体験研究 I 2

教育実践体験研究 II 2

教育実践体験研究 III 2

教育実践体験研究 IV 2

教育実践研究 I 2

教育実践研究 II 2

教育実践研究演習 I 2

教育実践研究演習 II 2

教育臨床研究演習 2

学校カウンセリング 2

新聞活用教育 (NIE) 演習 2

数学・数学教育学研究入門 2

教職のための情報モラル 1

計 2

区　　　分 科　　　目
単
位

備
考

課
程
共
通
科
目

教職概論 2

現代教育学概論 2

教育・学校心理学 A 2

発達心理学 2

教育政策と法概論 2

教育社会学概論 2

教育方法及び特別活動の指導法 A 2

道徳教育論 2

教育課程及び総合的な学習の時間の指導法 A 2

教育評価論（教育課程，教育方法，特別活動の指導

法の評価を含む）
1

教育情報論 1

特別支援教育概論　 2

生徒指導 A 2

教育相談・進路指導 A 2

計 26
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区　　　分 科　　　目
単
位

備
考

学
校
教
育
コ
ー
ス

学校教育学専修・

教育心理学専修

必
修
科
目

初等教育実習 I 6

2教職実践演習（初等）

計 8

特別支援教育専修

（小教基礎免）

必
修
科
目

初等教育実習 II 5

2教職実践演習（初等）

計 7

特別支援教育専修

（中教基礎免）

必
修
科
目

中等教育実習 II 3

2

2

中等教育実習 III

教職実践演習（中等）

計 7

選
択
科
目

国語科教育法（中等）I 2

社会科教育法（中等）I 2

数学科教育法 I 2

理科教育法（中等）I 2

音楽科教育法（中等）I 2

美術科教育法（中等）I 2

保健体育科教育法 I 2

技術教育学 I 2

家庭科教育法（中等）II 2

英語科教育法（中等）I 2

計 2

合　計 9

教
科
教
育
コ
ー
ス

小学校主免

必
修
科
目

初等教育実習 I 6

2教職実践演習（初等）

計 8

中学校主免

必
修
科
目

中等教育実習 I 4

中等教育実習 III 2

教職実践演習（中等） 2

計 8

－ 77 －



別表第5(第4条関係)

教科専門科目

区　　　分 科　　　目
単
位

備　　　考

学
校
教
育
コ
ー
ス

学
校
教
育
学
専
修
・
教
育
心
理
学
専
修

選
択
必
修
科
目

国語科教育法（初等） 2

　

　

　

　

　

　

　

社会科教育法（初等） 2

算数科教育法 2

理科教育法（初等） 2

生活科教育法 2

音楽科教育法（初等） 2

美術科教育法（初等） 2

体育科教育法 2

家庭科教育法（初等） 2

英語科教育法（初等） 2

小学校国語（書写を含む） 2

小学校社会 2

小学校算数 2

小学校理科 2

小学校音楽 2

図画工作 2

小学校体育 2

小学校家庭 2

小学校英語 2

生活　 2

計 38

特
別
支
援
教
育
専
修
（
小
教
基
礎
免
）

必
修
科
目

英語科教育法（初等） 2

　小学校英語 2

計 4

国語科教育法（初等） 2

社会科教育法（初等） 2

算数科教育法 2

理科教育法（初等） 2

生活科教育法 2

音楽科教育法（初等） 2

美術科教育法（初等） 2

体育科教育法 2

家庭科教育法（初等） 2

小学校国語（書写を含む） 2

小学校社会 2

小学校算数 2

小学校理科 2

小学校音楽 2

図画工作 2

小学校体育 2

小学校家庭 2

生活 2

計 22

38単位必修

うち 6教科
12単位必修

うち 5教科
10単位必修

うち 2教科
4単位必修

うち 1教科
2単位必修

－ 78 －



学
校
教
育
コ
ー
ス

（
中
教
基
礎
免
）

特
別
支
援
教
育
専
修

国語 20

社会 20

数学 20

理科 20

音楽 20

美術 20

保健体育 20

技術 20

家庭 20

英語 20

計 20

教
科
教
育
コ
ー
ス

小
学
校
主
免

選
択
必
修
科
目

国語科教育法（初等） 2

社会科教育法（初等） 2

算数科教育法 2

理科教育法（初等） 2

生活科教育法 2

音楽科教育法（初等） 2

美術科教育法（初等） 2

体育科教育法 2

家庭科教育法（初等） 2

英語科教育法（初等） 2

小学校国語（書写を含む） 2

小学校社会 2

小学校算数 2

小学校理科 2

小学校音楽 2

図画工作 2

小学校体育 2

小学校家庭 2

小学校英語 2

生活 2

計 38

　別表第6に定める「 (3)
教科教育コース(中学校
主免)」の各専修の専門科
目の中から1専修20単位を
修得する。

38単位必修

－ 79 －



別表第6(第4条関係)

専修専門科目

(1)　学校教育コース

　1)　学校教育学専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

選
択
科
目

授業論・学級指導論 2

　

教育内容・方法 2

教育哲学 2

教育史 2

教育社会学 2

教育政策と法 2

授業論・学級指導論演習 A 2

授業論・学級指導論演習 B 2

授業論・学級指導論演習 C 2

授業論・学級指導論演習 D 2

教育内容・方法演習 A 2

教育内容・方法演習 B 2

教育内容・方法演習 C 2

教育内容・方法演習 D 2

教育哲学演習 A 2

教育哲学演習 B 2

教育哲学演習 C 2

教育哲学演習 D 2

教育史演習 A 2

教育史演習 B 2

教育史演習 C 2

教育史演習 D 2

教育社会学演習 A 2

教育社会学演習 B 2

教育社会学演習 C 2

教育社会学演習 D 2

教育政策と法演習 A 2

教育政策と法演習 B 2

教育政策と法演習 C 2

教育政策と法演習 D 2

計 10

－ 80 －



　2)　教育心理学専修

　3)　特別支援教育専修

区分 科　　　目
単

位
備　　　考

必
修
科
目

教育心理学実験演習 I（心理学実験Ⅰ） 2

　

教育心理学実験演習 II（心理学実験 II） 2

教育統計学（心理学統計法） 2

計 6

選
択
科
目

教育心理学総合演習 I 2

教育心理学総合演習 II 2

教育心理学総合演習 III 2

応用心理統計学 2

健康・医療心理学 2

発達心理学 A 2

発達臨床心理学実践演習（心理学的支援法） 2

教育心理データ解析論（心理学研究法） 2

教科心理学 2

認知心理学 2

計 4

合　計 10

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

選
択
必
修
科
目

発達障害心理学 2

障害児心理学演習（障害者・障害児心理学） 2

障害児病理学演習 2

障害児指導学演習 II 2

障害児指導学演習 III 2

障害児指導学演習 IV 2

障害児指導法演習 2

視覚障害教育論 2

聴覚障害教育論 2

聴覚障害言語指導 2

特別支援教育学演習 2

障害児指導学演習 I 2

計 4

うち 2単位必修

－ 81 －



(2)　教科教育コース（小学校主免）

　1)　国語教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

選
択
必
修
科
目

国語教育基礎演習 2

文法及び文章表現 I 2

文法及び文章表現 II 2

音声言語 I 2

音声言語 II 2

国語学概論 I 2

国語学概論 II 2

国語学講義 I 2

国語学講義 II 2

国語学演習 I 2

国語学演習 II 2

国語学演習 III 2

国語学演習 IV 2

国文学史 I 2

国文学史 II 2

国文学概論 I 2

国文学概論 II 2

国文学演習 I 2

国文学演習 II 2

国文学演習 III 2

国文学演習 IV 2

漢文学講義 I 2

漢文学講義 II 2

漢文学演習 I 2

漢文学演習 II 2

漢文学演習 III 2

漢文学演習 IV 2

書道講義及び実習 I 2

書道講義及び実習 II 2

国語学課題研究 I 2

国語学課題研究 II 2

国語学課題研究 III 2

国語学課題研究 IV 2

国文学課題研究 I 2

国文学課題研究 II 2

国文学課題研究 III 2

国文学課題研究 IV 2

漢文学課題研究 I 2

漢文学課題研究 II 2

漢文学課題研究 III 2

漢文学課題研究 IV 2

うち10単位必修

うち 4単位必修

－ 82 －



　2)　社会科教育専修

選
択
必
修
科
目

国語科教育学課題研究 I 2

国語科教育学課題研究 II 2

国語科教育学課題研究 III 2

国語科教育学課題研究 IV 2

国語科教育学演習 I 2

国語科教育学演習 II 2

国語科教育学演習 III 2

国語科教育学演習 IV 2

計 14

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

選
択
必
修
科
目

日本史 2

外国史 A 2

外国史 B 2

人文地理学 2

自然地理学 2

地誌 A 2

地誌 B 2

法律学 I 2 

法律学 II 2

政治学 2

社会学 2

経済学 2

哲学 2

倫理学 2

歴史学研究法（日本史） 2

歴史学研究法 I（外国史） 2

歴史学研究法 II（外国史） 2

人文地理学研究法 2

自然地理学研究法 2

人文・社会科学研究法 I 2

人文・社会科学研究法 II 2

日本史特講 I 2

日本史特講 II 2

日本史特講 III 2

日本史特講 IV 2

外国史特講 I 2

外国史特講 II 2

外国史特講 III　 2

外国史特講 IV 2

地理学特講 I 2

地理学特講 II 2

地理学特講 III 2

地理学特講 IV 2

うち 6単位必修

うち 8単位必修

－ 83 －



選
択
必
修
科
目

法律学特講 I 2

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

法律学特講 II 2

法律学特講 III 2

法律学特講 IV 2

経済学特講 I 2

経済学特講 II 2

経済学特講 III 2

経済学特講 IV 2

哲学・倫理学特講 I 2

哲学・倫理学特講 II 2

哲学・倫理学特講 III 2

哲学・倫理学特講 IV 2

人文・社会科学方法論特講（社会・公民） 2

社会認識形成史特講（社会・地理歴史） 2

日本史演習 I 2

日本史演習 II 2

日本史演習 III 2

日本史演習 IV 2

外国史演習 I 2

外国史演習 II 2

外国史演習 III 2

外国史演習 IV 2

地理学演習 I 2

地理学演習 II 2

地理学演習 III 2

地理学演習 IV 2

法律学・政治学演習 I 2

法律学・政治学演習 II 2

法律学・政治学演習 III 2

法律学・政治学演習 IV 2

経済学・社会学演習 I 2

経済学・社会学演習 II 2

経済学・社会学演習 III 2

経済学・社会学演習 IV 2

人文・社会科学方法論演習 I（社会・公民） 2

人文・社会科学方法論演習 II（社会・公民） 2

社会認識形成史演習 I（社会・地理歴史） 2

社会認識形成史演習 II（社会・地理歴史） 2

授業研究法 I（生活・社会） 2

授業研究法 II（中等社会） 2

日本史実習 2

地理学実習 I 2

地理学実習 II 2

地理学実習 III 2

社会科教材開発実習 I 2

社会科教材開発実習 II 2

計 14

－ 84 －



　3)　数学教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

選
択
必
修
科
目

代数学序説 2

代数系の基礎 I 2

代数系の基礎 II 2

線形代数学 I 2

線形代数学 II 2

代数学講義 I 2

代数学講義 II 2

応用代数学 I 2

応用代数学 II 2

代数学特講 2

幾何学序説 2

幾何学講義 I 2

幾何学講義 II 2

応用幾何学 I 2

応用幾何学 II 2

幾何学特講 2

微分積分学 I 2

微分積分学 II 2

解析学講義 I 2

解析学講義 II 2

応用解析学 I 2

応用解析学 II 2

解析学特講 2

統計学 I 2

統計学 II 2

統計学特講 2

情報数学 I 2

情報数学 II 2

算数・数学教材研究入門 2

計 14

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

基礎物理学実験 2 　

基礎化学実験 2

基礎生物学実験 2

地学基礎実習 2

計 8

選
択
科
目
（
A
群
）

物理学セミナー 2

化学演習 AI 2

化学演習 AII 2

化学演習 BI 2

化学演習 BII 2

　4)　理科教育専修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

－ 85 －



選
択
科
目
（
A
群
）

生物学演習 A 2

生物学演習 B 2

地学演習 A 2

地学演習 B 2

地層学セミナー 2

火山・地球環境セミナー 2

自然科学基礎演習 I 2

自然科学基礎演習 II 2

計 2

選
択
科
目
（
B
群
）

基礎物理学 IA 2

基礎物理学 IB 2

基礎物理学 IIA 2

基礎物理学 IIB 2

現代物理学 IA 2

現代物理学 IB 2

現代物理学 IIA 2

現代物理学 IIB 2

現代物理学 III 2

物理学実験 2

基礎化学 IA 2

基礎化学 IB 2

基礎化学 IIA 2

基礎化学 IIB 2

無機化学 2

機器分析化学 2

有機化学実験 2

無機化学実験 2

基礎生物学 A 2

基礎生物学 B 2

動物学 2

植物学 2

生物学実験 I 2

生物学実験 II 2

植物野外実習 2

昆虫学実習 2

基礎地学 I 2

基礎地学 II 2

地学セミナー 2

地殻科学 2

地層学 2

地殻科学実習 2

地域地質実習 2

情報理科特論 2

情報理科特講 2

計 4

合　計 14

－ 86 －



　5)　音楽教育専修

　6)　美術教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

音楽表現II 2 　

音楽理論 2

合唱 A 1

合唱 B 1

合奏 A 1

合奏 B 1

計 8

選
択
必
修
科
目

音楽表現I 2

　

音楽実践 IA 1

音楽実践 IB 1

音楽実践 IIA 1

音楽実践 IIB 1

音楽実践 III 1

音楽実践 IV 1

音楽史 2

音楽教育実践入門 I 2

音楽教育実践入門 II 2

音楽教育実践 I 2

音楽教育実践 II 2

音楽教育実践 III 2

計 6

区分 科　　　目
単

位
備　　　考

必
修
科
目

絵画基礎 2 　

彫刻基礎 2

工芸基礎 2

デザイン基礎 2

美術理論基礎 2

計 10

選
択
科
目

日本・東洋美術史 2 　

美術史概論 2

美術教育原論 2

西洋絵画 2

現代日本画研究 2

版画実習 2

立体造形論 2

空間表現 2

デザイン理論 2

工芸制作 2

彫刻論 2

古典日本画研究　 2

美学・芸術学 2

美術史特論 2

比較芸術学特論 2

－ 87 －



選
択
科
目

造形教育論 2

芸術鑑賞演習 2

地域芸術研究 2

美術教育実践研究 2

造形芸術学課題研究 II 2

くらしと表現・鑑賞 2

伝統芸術表現 2

東洋書画の歴史と表現 2

篆刻と工芸 2

教育描法演習 2

芸術総合学習論 2

計 4 　

合　計 14

　7)　保健体育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

選
択
必
修
科
目

体育原理 2

体育心理学 2

運動方法学 2

生理学・運動生理学 2

衛生学・公衆衛生学 2

学校保健 2

体つくり運動・ダンス 1

器械運動 1

陸上競技 1

水泳 1

球技 A 1

球技 B 1

武道 A 1

野外活動・スキー 1

体育科教材論演習 A 1

体育科教材論演習 B 1

計 14 　

うち10単位必修

うち 3単位必修

うち 1単位必修

－ 88 －



　8)　技術教育専修

　9)　家庭科教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

木材加工I 2 　

木材加工及び実習 I 2

金属加工実習 I 1

機械実習 I 1

電気実習 I 1

栽培実習 I 1

情報基礎及び実習 2

計 10

選
択
科
目

栽培I 2 　

栽培実習 II 1

金属加工 I 2

金属加工 II 2

金属加工実習 II 1

機械 I 2

機械 II 2

機械実習 II 1

電気 I 2

電気 II 2

電気実習 II 1

計 4

合　計 14 　

区分 科　　　目
単

位
備　　　考

必
修
科
目

家庭経営学 I 2

　

被服学 I 2

被服学実験実習 I 2

食物学 I 2

食物学実験実習 I 2

住居学 I 2

保育学 2

計 14

－ 89 －



　10)　英語教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

英語学概説 2

英語文学概説 2

英語教育リスニング演習 I 1

英語教育リーディング演習 I 1

英語教育スピーキング演習 I 1

英語教育ライティング演習 I 1

異文化理解概説 2

小　計 10

選
択
科
目

英語教育と英文法 I 2

英語教育と英文法 II 2　

英語教育と英文法研究法 I 2

英語教育と英文法研究法 II 2

英語教育と音声学 I 2

英語教育と音声学 II 2

英語教育と米文学 I 2

英語教育と米文学 II 2

米文学教材研究 I 2

米文学教材研究 II 2

英語教育リスニング演習 II 1

英語教育リスニング演習 III 1

英語教育リスニング演習 IV 1

英語教育スピーキング演習 II 1

英語教育スピーキング演習 III 1

英語教育スピーキング演習 IV 1

英語教育リーディング演習 II 1

英語教育リーディング演習 III 1

英語教育リーディング演習 IV 1

英語教育ライティング演習 II 1

英語教育ライティング演習 III 1

英語教育ライティング演習 IV 1

英語教育と異文化理解 2

小　計 4

計 14
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(3)　教科教育コース（中学校主免）

　1)　国語教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

国語科教育法 (中等 )I 2

国語科教育法 (中等 )II 2

国語科教育法 (中等 )III 2

国語科教育法 (中等 )IV 2

小　計 8

選
択
必
修
科
目

国語学概論 I 2

国語学概論 II 2

国文学概論 I 2

国文学概論 II 2

漢文学講義 I 2

漢文学講義 II 2

書道講義及び実習 I 2

書道講義及び実習 II 2

国語学演習 I 2

国語学演習 II 2

国語学演習 III 2

国語学演習 IV 2

国文学演習 I 2

国文学演習 II 2

国文学演習 III 2

国文学演習 IV 2

漢文学演習 I 2

漢文学演習 II 2

漢文学演習 III 2

漢文学演習 IV 2

国語学課題研究 I 2

国語学課題研究 II 2

国語学課題研究 III 2

国語学課題研究 IV 2

国文学課題研究 I 2

国文学課題研究 II 2

国文学課題研究 III 2

国文学課題研究 IV 2

漢文学課題研究 I 2

漢文学課題研究 II 2

漢文学課題研究 III 2

漢文学課題研究 IV 2

小　計 18

選
択
科
目

国語教育基礎演習 2

文法及び文章表現 I 2

文法及び文章表現 II 2

音声言語 I 2

音声言語 II 2

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

12単位選択必修

うち 4単位必修
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選
択
科
目

国語学概論 I 2

国語学概論 II 2

国語学講義 I 2

国語学講義 II 2

国語学演習 I 2

国語学演習 II 2

国語学演習 III 2

国語学演習 IV 2

国文学史 I 2

国文学史 II 2

国文学概論 I 2

国文学概論 II 2

国文学演習 I 2

国文学演習 II 2

国文学演習 III 2

国文学演習 IV 2

漢文学講義 I 2

漢文学講義 II 2

漢文学演習 I　 2

漢文学演習 II 2

漢文学演習 III 2

漢文学演習 IV 2

書道講義及び実習 I 2

書道講義及び実習 II 2

国語学課題研究 I 2

国語学課題研究 II 2

国語学課題研究 III 2

国語学課題研究 IV 2

国文学課題研究 I 2

国文学課題研究 II 2

国文学課題研究 III 2

国文学課題研究 IV 2

漢文学課題研究 I 2

漢文学課題研究 II 2

漢文学課題研究 III 2

漢文学課題研究 IV 2

国語科教育学課題研究 I 2

国語科教育学課題研究 II 2

国語科教育学課題研究 III 2

国語科教育学課題研究 IV 2

国語科教育学演習 I 2

国語科教育学演習 II 2

国語科教育学演習 III 2

国語科教育学演習 IV 2

小　計 12

合　計 38

－ 92 －



　2)　社会科教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

共
通
科
目

必
修
科
目

社会科教育法（中等）I 2

社会科教育法（中等）II 2

社会科教育法（中等）III 2

社会科教育法（中等）IV 2

日本史 2

外国史 A 2

外国史 B 2

人文地理学 2

自然地理学 2

法律学 I 2

小　計 20

選
択
必
修
科
目

地誌A 2

地誌 B 2

法律学 II 2

政治学 2

社会学 2　

経済学 2

哲学 2

倫理学 2

小　計 8

計 28

歴
史
学
（
日
本
史
）

選
択
科
目

日本史特講 I 2

日本史特講 II 2

日本史特講 III 2

日本史特講 IV 2

歴史学研究法（日本史） 2

日本史演習 I 2

日本史演習 II 2

日本史演習 III 2

日本史演習 IV 2

日本史実習 2

計 10

歴
史
学
（
外
国
史
）

選
択
科
目

外国史特講 I 2

外国史特講 II 2

外国史特講 III 2

外国史特講 IV 2

外国史演習 I 2

外国史演習 II 2

外国史演習 III 2

外国史演習 IV 2

歴史学研究法 I（外国史） 2

歴史学研究法 II（外国史） 2

計 10

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修
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地
理
学

選
択
科
目

地理学特講 I 2

地理学特講 II 2

地理学特講 III 2

地理学特講 IV 2

人文地理学研究法 2

自然地理学研究法 2

地理学演習 I 2

地理学演習 II 2

地理学演習 III 2

地理学演習 IV 2

地理学実習 I 2

地理学実習 II 2

地理学実習 III 2

計 10

法
律
学
・
政
治
学

選
択
科
目

法律学特講 I 2

法律学特講 II 2

法律学特講 III　 2

法律学特講 IV　 2

人文・社会科学研究法 I 2

人文・社会科学研究法 II 2

法律学・政治学演習 I 2

法律学・政治学演習 II 2

法律学・政治学演習 III 2

法律学・政治学演習 IV 2

計 10

経
済
学
・
社
会
学

選
択
科
目

経済学特講 I 2

経済学特講 II 2

経済学特講 III 2

経済学特講 IV　 2

人文・社会科学研究法 I 2

人文・社会科学研究法 II 2

経済学・社会学演習 I 2

経済学・社会学演習 II 2

経済学・社会学演習 III 2

経済学・社会学演習 IV 2

計 10

哲
学
・
倫
理
学

選
択
科
目

哲学・倫理学特講 I 2

哲学・倫理学特講 II 2

哲学・倫理学特講 III　 2

哲学・倫理学特講 IV　 2

人文・社会科学研究法 I 2

人文・社会科学研究法 II 2

計 10

社
会
科
教
育
学

選
択
科
目

社会科教材開発実習 I 2

社会科教材開発実習 II 2

人文・社会科学方法論特講（社会・公民） 2

人文・社会科学方法論演習 I（社会・公民） 2
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社
会
科
教
育
学

選
択
科
目

人文・社会科学方法論演習 II（社会・公民） 2

社会認識形成史特講（社会・地理歴史） 2

社会認識形成史演習 I（社会・地理歴史） 2

社会認識形成史演習 II（社会・地理歴史） 2

授業研究法 I（生活・社会） 2

授業研究法 II（中等社会） 2

人文・社会科学研究法 I　　 2　

人文・社会科学研究法 II　 2　

計 10

合　計 38
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　3)　数学教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

数学科教育法 I 2

　

数学科教育法 II 2

数学科教育法 III 2

数学科教育法 IV 2

代数系の基礎 I 2

線形代数学 I 2

幾何学序説　 2

微分積分学 I 2

統計学 I 2

情報数学 I 2

計 20

選
択
科
目

代数学序説 2

代数系の基礎 II 2

代数学講義 I 2

代数学講義 II 2

応用代数学 I 2

応用代数学 II 2

代数学特講 2

線形代数学 II 2

幾何学講義 I 2

幾何学講義 II 2

応用幾何学 I 2

応用幾何学 II 2

幾何学特講 2

微分積分学 II 2

解析学講義 I 2

解析学講義 II 2

応用解析学 I 2

応用解析学 II 2

解析学特講 2

統計学 II 2

統計学特講 2

情報数学 II 2

算数・数学教材研究入門 2

計 18

合　計 38

－ 96 －



　4)　理科教育専修

区分 科　　　目
単

位
備　　　考

共
通
科
目

必
修
科
目

理科教育法（中等）I 2

理科教育法（中等）II 2

理科教育法（中等）III 2

理科教育法（中等）IV 2

基礎物理学実験 2

基礎化学実験 2

基礎生物学実験 2

地学基礎実習 2

小　計 16

選
択
必
修
科
目

基礎物理学 IA 2

基礎物理学 IB 2

基礎化学 IA 2

基礎化学 IB 2

基礎化学 IIA 2

基礎化学 IIB 2

無機化学 2

機器分析化学 2

基礎生物学 A 2

基礎生物学 B 2

動物学 2

植物学 2

基礎地学 I 2

基礎地学 II 2

地学セミナー 2

地殻科学 2

地層学 2

自然科学基礎演習 I 2

自然科学基礎演習 II 2

情報理科特論 2

情報理科特講 2

小　計 10

計 26

物
理
学

必
修
科
目

物理学実験 2

物理学セミナー 2

小　計 4

選
択
科
目

基礎物理学 IA 2

基礎物理学 IB 2

基礎物理学 IIA 2

基礎物理学 IIB 2

現代物理学 IA 2

現代物理学 IB 2

現代物理学 IIA 2

現代物理学 IIB 2

現代物理学 III 2

小　計 8

計 12

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修
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化
学

必
修
科
目

有機化学実験 2

無機化学実験 2

小計 4

選
択
必
修
科
目

化学演習AI 2

化学演習 AII 2

化学演習 BI 2

化学演習 BII 2

基礎化学 IA 2

基礎化学 IB 2

基礎化学 IIA 2

基礎化学 IIB 2

無機化学 2

機器分析化学 2

小　計 8

計 12

生
物
学

選
択
必
修
科
目

生物学演習 A 2

生物学演習 B 2

基礎生物学 A 2

基礎生物学 B 2

動物学 2

植物学 2

生物学実験 I 2

生物学実験 II 2

植物野外実習 2

昆虫学実習 2

計 12

地
学

選
択
必
修
科
目

地学演習A 2

地学演習 B 2

地層学セミナー 2

火山・地球環境セミナー 2

基礎地学Ⅰ 2

基礎地学 II 2

地学セミナー 2

地層学 2

地殻科学 2

地殻科学実習 2

地域地質実習 2

計 12

理
科
教
育
学

必
修
科
目

自然科学基礎演習 I 2 　

自然科学基礎演習 II 2

情報理科特論 2 　

小　計 4 　

選
択
科
目

情報理科特講 2 　

基礎物理学 IA 2

基礎物理学 IB 2

基礎物理学 IIA 2

基礎物理学 IIB 2

現代物理学 IA 2

現代物理学 IB 2

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修

うち 2単位必修
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理

科

教

育

学

選
択
科
目

現代物理学 IIA 2

現代物理学 IIB 2

現代物理学 III 2

基礎化学 IA 2

基礎化学 IB 2

基礎化学 IIA 2

基礎化学 IIB 2

無機化学 2

機器分析化学 2

基礎生物学 A 2

基礎生物学 B 2

動物学 2

植物学 2

基礎地学 I 2

基礎地学 II 2

地学セミナー 2

地層学 2

地殻科学 2

小　計 8

計 12

合　計 38 　

　5)　音楽教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

音楽科教育法（中等）I 2

　

音楽科教育法（中等）II 2

音楽科教育法（中等）III 2

音楽科教育法（中等）IV 2

音楽表現 I 2

音楽表現 II 2

音楽実践 IA 1

音楽実践 IB 1

音楽実践 IIA 1

音楽実践 IIB 1

音楽実践 III 1

音楽実践 IV 1

音楽理論 2

音楽史 2

多文化音楽論 I 2

合唱 A 1

合唱 B 1

合奏 A 1

合奏 B 1

計 28
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選
択
科
目

音楽教育学演習 I 1

　

音楽教育学演習 II 1

音楽教育実践入門 I 2

音楽教育実践入門 II 2

音楽教育実践 I 2

音楽教育実践 II 2

音楽教育実践 III 2

弦楽器メソード I 1

弦楽器メソード II 1

音楽実践 V 1

音楽実践 VI 1

音楽実践 VII 1

音楽実践 VIII 1

声楽アンサンブル A 1

声楽アンサンブル B 1

西洋音楽史 I 2

西洋音楽史 II 2

音楽文化論 2

音楽学 I 2

音楽学 II 2

演奏表現 IA 1

演奏表現 IB 1

声楽メソード I 1

声楽メソード II 1

演奏表現 IIA 1

演奏表現 IIB 1

ピアノメソード I 1

ピアノメソード II 1

楽曲分析法 I 2

楽曲分析法 II 2

作曲・理論入門 I 2

作曲・理論入門 II 2

演奏表現 IIIA 1

演奏表現 IIIB 1

弦楽器実践 A 1

弦楽器実践 B 1

計 10

合　計 38 　
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　6)　美術教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

美術科教育法（中等）I 2

美術科教育法（中等）II 2

美術科教育法（中等）III 2

美術科教育法（中等）IV 2

絵画基礎 2

彫刻基礎 2

工芸基礎 2

デザイン基礎 2

美術理論基礎 2

美術教育実践研究 2

計 20

選
択
必
修
科
目

絵画制作 2

日本画制作 2

彫刻制作 2

デザイン制作 2

美術教育課題研究 2

造形芸術学課題研究 I 2

計 2

選
択
科
目

西洋絵画 2

現代日本画研究 2

彫刻論 2

美学・芸術学 2

美術史概論 2

造形教育論 2

空間表現 2

版画実習 2

立体造形論 2

古典日本画研究 2

デザイン理論 2

工芸制作 2

美術教育原論 2

日本・東洋美術史 2

美術史特論 2

比較芸術学特論 2

芸術鑑賞演習 2

造形芸術学課題研究 II 2

地域芸術研究 2

くらしと表現・鑑賞 2

伝統芸術表現 2

東洋書画の歴史と表現 2

篆刻と工芸 2

教育描法演習 2

芸術総合学習論 2

計 16

合　計 38

1 科目以上必修

2科目以上必修
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　7)　保健体育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

保健体育科教育法 I 2

　

保健体育科教育法 II 2

保健体育科教育法 III 2

保健体育科教育法 IV 2

体育原理 2

体育心理学 2

運動方法学 2

生理学・運動生理学 2

衛生学・公衆衛生学 2

学校保健 2

体つくり運動・ダンス 1

器械運動 1

陸上競技 1

水泳 1

球技 A 1

球技 B 1

武道 A 1

野外活動・スキー 1

体育科教材論演習 A　 1

体育科教材論演習 B 1

計 30

選
択
必
修
科
目

体育学A 2

体育学 B 2

体力トレーニング論 2

体育測定評価論 2

球技 C 1

武道 B 1

計 6 　

選
択
科
目

体育原理体育史演習 I 1

体育原理体育史演習 II 1

体育心理学演習 I 1

体育心理学演習 II 1

保健体育科教育学演習 I 1

保健体育科教育学演習 II 1

体育方法学演習 IA 1

体育方法学演習 IIA 1

体育方法学演習 IB 1

体育方法学演習 IIB 1

体育方法学演習 IC 1

体育方法学演習 IIC 1

生理学・運動生理学演習 I 1

生理学・運動生理学演習 II 1

衛生学・公衆衛生学演習 I 1

衛生学・公衆衛生学演習 II 1

運動学演習 I 1

運動学演習 II 1

体育測定評価論演習 I 1

体育測定評価論演習 II 1

計 2

合　計 38

うち 6単位必修
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　8)　技術教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

技術教育学 I 2

　

技術教育学 II 2

技術教育学 III 2

技術教育学 IV 2

木材加工 I 2

木材加工及び実習 I 2

金属加工実習 I 1

機械実習 I 1

電気実習 I 1

栽培実習 I 1

情報基礎及び実習 2

計 18

選
択
必
修
科
目

栽培I 2

栽培 II 2

栽培 III 2

金属加工 I 2

金属加工 II 2

金属加工 III 2

機械 I 2

機械 II 2

機械 III 2

電気 I 2

電気 II 2

電気 III 2

電気 IV 2

　

栽培 IV 2

情報基礎 I 2

情報基礎 II 2

栽培実習 II 1

金属加工 IV 2

金属加工実習 II 1

機械 IV 2

機械実習 II 1

電気実習 II 1

計 20

合　計 38

うち 4単位必修

うち 4単位必修

うち 4単位必修

うち 4単位必修
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　9)　家庭科教育専修

区分 科　　　目
単
位

備考　　　

必
修
科
目

家庭科教育法（中等）I 2

　

家庭科教育法（中等）II 2

家庭科教育法（中等）III 2

家庭科教育法（中等）IV 2

家庭経営学 I 2

家庭経営学 II 2

被服学 I 2

被服学 II 2

被服学実験実習 I 2

食物学 I 2

食物学 II 2

食物学実験実習 I 2

住居学 I 2

住居学実験実習 2

保育学 2

計 30

選
択
必
修
科
目

生活科学教育演習 2

生活科学教育課題の分析 2

被服学演習 2

被服学課題の分析 2

食物学演習 2

食物学課題の分析 2

住居学演習 2

住居学課題の分析 2

小　計 4

選
択
科
目

被服学III 2

被服学 IV 2

被服学実験実習 II 2

被服学実験実習 III 2

被服学実験実習 IV 2

食物学実験実習 II 2

住居学 II 2

住居学 III 2

生活科学教育教材研究 2

家庭看護学 2

家庭電気・機械 2

情報処理演習 2

計 4

合　計 38
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　10)　英語教育専修

区分 科　　　目
単
位

備　　　考

必
修
科
目

英語科教育法（中等）I 2

　

英語科教育法（中等）II 2

英語科教育法（中等）III 2

英語科教育法（中等）IV 2

英語学概説 2

英語文学概説 2

英語教育リスニング演習 I 1

英語教育リーディング演習 I 1　

英語教育スピーキング演習 I 1

英語教育ライティング演習 I 1

異文化理解概説 2

計 18

選
択
科
目

英語教育と英文法 I 2　

　

　

英語教育と英文法 II 2

英語教育と英文法研究法 I 2

英語教育と英文法研究法 II 2

英語教育と音声学 I 2

英語教育と音声学 II 2

英語教育と米文学 I 2

英語教育と米文学 II 2

米文学教材研究 I 2

米文学教材研究 II 2

英語教育リスニング演習 II 1

英語教育リスニング演習 III 1

英語教育リスニング演習 IV 1

英語教育リーディング演習 II 1

英語教育リーディング演習 III 1

英語教育リーディング演習 IV 1

英語教育スピーキング演習 II 1

英語教育スピーキング演習 III 1

英語教育スピーキング演習 IV 1

英語教育ライティング演習 II 1

英語教育ライティング演習 III 1

英語教育ライティング演習 IV 1

英語教育と異文化理解 2

計 20

合　計 38

うち 4単位必修

うち 6単位必修
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別表第 7（第 4条関係）

学校教員養成課程特別支援教育専門科目

別表第 8（第 4条関係）

教職専門科目

区　　　分 科　　　目
単
位

備　　　考

学
校
教
育
コ
ー
ス

特
別
支
援
教
育
専
修

必
修
科
目

特別支援教育の本質と目標 2

　

知的障害心理学 2

障害児生理学 2

肢体不自由教育総論 2

病弱児の心理・生理・病理 2

発達障害指導論 2

肢体不自由指導論 2

障害児保健学 (病弱 ) 2

言語障害心理学 2

特別支援教育総論 2

重複障害の心理・指導論 2

特別支援教育実習 3

計 25

科　　　目
単
位

備　　　考

保育内容指導法 (健康 ) 2 　

保育内容指導法 (人間関係 ) 2

保育内容指導法 (環境 ) 2

保育内容指導法 (言葉 ) 2

保育内容指導法 (表現 I) 2

保育内容指導法 (表現 II) 2

幼稚園教育課程論 2

幼稚園教育指導法 2

幼児理解の心理学 2

地理歴史科教育法 I 2

地理歴史科教育法 II 2

公民科教育法 I 2

公民科教育法 II 2

教育学概論 2 

教職入門 2

教育の制度と経営 2

教育・学校心理学 B 2

教育課程及び総合的な学習の時間の指導法 B 2

道徳教育法 2

教育方法及び特別活動の指導法 B 2

生徒指導 B 2

教育相談・進路指導 B 2

情報科教育法 I 2

情報科教育法 II 2
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別表第 9（第 8条関係）

取得することができる教員の免許状の種類及び免許教科等

工業科教育法 I 2

工業科教育法 II 2

商業科教育法 I 2

商業科教育法 II 2

農業科教育法 I 2

農業科教育法 II 2

フランス語科教育法 I 2

フランス語科教育法 II 2

フランス語科教育法 III 2

フランス語科教育法 IV 2

ロシア語科教育法 I 2

ロシア語科教育法 II 2

ロシア語科教育法 III 2

ロシア語科教育法 IV 2

中国語科教育法 I 2

中国語科教育法 II 2

中国語科教育法 III 2

中国語科教育法 IV 2

養護実習事前・事後指導 1

教職実践演習 (養護教諭 ) 2

課程 教員の免許状の種類（免許教科）〔特別支援教育領域〕

学
校
教
員
養
成
課
程

小学校教諭一種免許状

幼稚園教諭一種免許状

特別支援学校教諭一種免許状〔知的障害者，肢体不自由者，病弱者〕

中学校教諭一種免許状

（国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健体育，技術，家庭，英語）

高等学校教諭一種免許状

（国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，美術，保健体育，家庭，英語）
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（2） 新潟大学教育学部教育実習規程 

 

（設置） 

第１条 この規程は，新潟大学教育学部規程（平成20年教育規程第１号）第４条第４項及び新潟大

学養護教諭特別別科規程（平成16年規程第161号）第11条の規定に基づき，教育学部学生の教育

実習及び特別支援教育実習並びに養護教諭特別別科学生の養護実習に関する基本的事項につい

て定める。 

（教育学部学生の教育実習） 

第２条 教育学部学生（以下この条において「学生」という。）は，別表第１に規定する主専攻教

育実習を履修しなければならない。 

２ 副専攻教育実習の種類，単位，期間及び履修年次は，別表第２の定めるところによる。 

３ 学生は，前項の科目を２科目まで履修することができる。 

（養護教諭特別別科学生の養護実習） 

第３条 養護教諭特別別科学生は，別表第３に規定する養護実習を履修しなければならない。 

（教育実習事前・事後指導） 

第４条 教育実習事前・事後指導は，新潟大学教育学部教育実習委員会が，新潟大学教育学部附属

学校（以下「附属学校」という。）の協力の下に行うものとする。 

（実習校） 

第５条 教育実習，特別支援教育実習及び養護実習は，附属学校において行う。ただし，その一部

を教育実習協力校において行うことができる。 

附 則 

この規程は，平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年９月17日教育規程第６号） 

この規程は，平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月16日教育規程第３号） 

１ この規程は，平成24年４月１日から施行する。 

２ 平成23年度以前に入学した学生の教育実習については，なお従前の例による。 

附 則（平成29年３月６日教育規程第１号） 

１ この規程は，平成29年４月１日から施行する。 

２ 平成28年度以前に入学した学生の履修方法については，なお従前の例による。 

 

－ 115 －

別表第１（第２条関係） 

教育学部主専攻教育実習（必修科目） 

コース 専 修 等 科    目 

履 修 年 次 等 

第3年次 第4年次 
事前・ 

事後指導

単
位
計 

相
当
す
る
単
位 

期
間
（
週
） 

相
当
す
る
単
位 

期
間
（
週
） 

相
当
す
る
単
位 

学校教育 

コ ー ス 

学 校 教 育 学 専 修 

初等教育実習Ⅰ 4 4   2 6 

教 育 心 理 学 専 修 

特別支 

援教育 

専 修 

小教基礎免 

初等教育実習Ⅱ 2 2 2 2 1 5 

特別支援教育実習 2 2   1 3 

中教基礎免 

中等教育実習Ⅱ 2 2   1 3 

中等教育実習Ⅲ   2 2  2 

特別支援教育実習 2 2   1 3 

教科教育 

コ ー ス 

小 学 校 主 免 初等教育実習Ⅰ 4 4   2 6 

中 学 校 主 免 

中等教育実習Ⅰ 2 2   2 4 

中等教育実習Ⅲ 2 2    2 

備考 

１ 学校教育学専修，教育心理学専修及び小学校主免の初等教育実習Ⅰは，小学校の教育実習

を中心とする。 

２ 中学校主免の中等教育実習Ⅰ及び中等教育実習Ⅲは，中学校の教育実習を中心とする。 

３ 特別支援教育専修（小教基礎免）の初等教育実習Ⅱ及び特別支援教育実習は，小学校及び

特別支援学校の教育実習を中心とする。 

４ 特別支援教育専修（中教基礎免）の中等教育実習Ⅱ，中等教育実習Ⅲ及び特別支援教育実

習は，中学校及び特別支援学校の教育実習を中心とする。 

５ 事前・事後指導の期間は，別に定める。 
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（2） 新潟大学教育学部教育実習規程 

 

（設置） 

第１条 この規程は，新潟大学教育学部規程（平成20年教育規程第１号）第４条第４項及び新潟大

学養護教諭特別別科規程（平成16年規程第161号）第11条の規定に基づき，教育学部学生の教育

実習及び特別支援教育実習並びに養護教諭特別別科学生の養護実習に関する基本的事項につい

て定める。 

（教育学部学生の教育実習） 

第２条 教育学部学生（以下この条において「学生」という。）は，別表第１に規定する主専攻教

育実習を履修しなければならない。 

２ 副専攻教育実習の種類，単位，期間及び履修年次は，別表第２の定めるところによる。 

３ 学生は，前項の科目を２科目まで履修することができる。 

（養護教諭特別別科学生の養護実習） 

第３条 養護教諭特別別科学生は，別表第３に規定する養護実習を履修しなければならない。 

（教育実習事前・事後指導） 

第４条 教育実習事前・事後指導は，新潟大学教育学部教育実習委員会が，新潟大学教育学部附属

学校（以下「附属学校」という。）の協力の下に行うものとする。 

（実習校） 

第５条 教育実習，特別支援教育実習及び養護実習は，附属学校において行う。ただし，その一部

を教育実習協力校において行うことができる。 

附 則 

この規程は，平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年９月17日教育規程第６号） 

この規程は，平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月16日教育規程第３号） 

１ この規程は，平成24年４月１日から施行する。 

２ 平成23年度以前に入学した学生の教育実習については，なお従前の例による。 

附 則（平成29年３月６日教育規程第１号） 

１ この規程は，平成29年４月１日から施行する。 

２ 平成28年度以前に入学した学生の履修方法については，なお従前の例による。 
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別表第１（第２条関係） 

教育学部主専攻教育実習（必修科目） 

コース 専 修 等 科    目 

履 修 年 次 等 

第3年次 第4年次 
事前・ 

事後指導

単
位
計 

相
当
す
る
単
位 

期
間
（
週
） 

相
当
す
る
単
位 

期
間
（
週
） 

相
当
す
る
単
位 

学校教育 

コ ー ス 

学 校 教 育 学 専 修 

初等教育実習Ⅰ 4 4   2 6 

教 育 心 理 学 専 修 

特別支 

援教育 

専 修 

小教基礎免 

初等教育実習Ⅱ 2 2 2 2 1 5 

特別支援教育実習 2 2   1 3 

中教基礎免 

中等教育実習Ⅱ 2 2   1 3 

中等教育実習Ⅲ   2 2  2 

特別支援教育実習 2 2   1 3 

教科教育 

コ ー ス 

小 学 校 主 免 初等教育実習Ⅰ 4 4   2 6 

中 学 校 主 免 

中等教育実習Ⅰ 2 2   2 4 

中等教育実習Ⅲ 2 2    2 

備考 

１ 学校教育学専修，教育心理学専修及び小学校主免の初等教育実習Ⅰは，小学校の教育実習

を中心とする。 

２ 中学校主免の中等教育実習Ⅰ及び中等教育実習Ⅲは，中学校の教育実習を中心とする。 

３ 特別支援教育専修（小教基礎免）の初等教育実習Ⅱ及び特別支援教育実習は，小学校及び

特別支援学校の教育実習を中心とする。 

４ 特別支援教育専修（中教基礎免）の中等教育実習Ⅱ，中等教育実習Ⅲ及び特別支援教育実

習は，中学校及び特別支援学校の教育実習を中心とする。 

５ 事前・事後指導の期間は，別に定める。 
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別表第２（第２条関係） 

教育学部副専攻教育実習（選択科目） 

科目 

履 修 年 次 等 

単 位 計 
第  4   年  次 

単位 期間（週） 
事前・事後指導 

単   位 

初 等 教 育 実 習 2 2  2 

中 等 教 育 実 習 2 2  2 

特 別 支 援 教 育 実 習 2 2 1 3 

備考 事前・事後指導の期間は，別に定める。 

 

別表第３（第３条関係） 

養護教諭特別別科養護実習（必修科目） 

別   科 科   目 単位 期間（週） 

養 護 教 諭 特 別 別 科 養 護 実 習 4 4 
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別表第２（第２条関係） 

教育学部副専攻教育実習（選択科目） 

科目 

履 修 年 次 等 

単 位 計 
第  4   年  次 

単位 期間（週） 
事前・事後指導 

単   位 

初 等 教 育 実 習 2 2  2 

中 等 教 育 実 習 2 2  2 

特 別 支 援 教 育 実 習 2 2 1 3 

備考 事前・事後指導の期間は，別に定める。 

 

別表第３（第３条関係） 

養護教諭特別別科養護実習（必修科目） 

別   科 科   目 単位 期間（週） 

養 護 教 諭 特 別 別 科 養 護 実 習 4 4 
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(3) 新潟大学教育学部卒業研究細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は，新潟大学教育学部規程（平成20年教育規程第１号）第７条第２項の規定に基

づき，卒業研究の内容，審査の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（卒業研究の内容） 

第２条 卒業研究の内容は，次の表に掲げるとおりとする。 

課程（コース・専修） 卒業研究 

学 校 教 員 

養 成 課 程 

学校教育コース 

学校教育学専修 論文 

教育心理学専修 論文 

特別支援教育専修 論文 

教科教育コース 

国語教育専修 論文 

社会科教育専修 論文 

数学教育専修 論文又はこれに代わる業績

理科教育専修 論文又はこれに代わる業績

音楽教育専修 論文及び演奏 

美術教育専修 論文及び制作 

保健体育専修 論文 

技術科教育専修 論文 

家庭科教育専修 論文 

英語教育専修 論文 

（卒業研究の題目の提出） 

第３条 卒業研究の題目は，あらかじめ卒業研究指導教員の承認を受け，第１学期末までに教育学

部教務係に届け出なければならない。 

（卒業研究の成果の提出） 

第４条 卒業研究の成果は，各専修の定める方法により，１月20日の午後４時までに提出しなけれ

ばならない。ただし，１月20日が日曜日又は土曜日に当たるときは，それぞれ１月21日又は１月

22日の午後４時までとする。 

（卒業研究の修了の認定） 

第５条 卒業研究の修了の認定は，卒業研究の審査により行い，あわせて口述試験の結果を加味す

ることができるものとする。 

（卒業研究の審査） 

第６条 前条の卒業研究の審査は，卒業研究指導教員を主査とし，当該専修の教員により行うこと

を原則とする。ただし，主査が特に必要と認める場合は他の教員を加えることができる。 

附 則 

この細則は，平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月20日教育細則第１号） 
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この細則は，平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月16日教育細則第１号） 

１ この細則は，平成24年４月１日から施行する。 

２ 平成23年度以前に入学した学生の卒業研究の内容，審査の方法等については，なお従前の例に

よる。 

附 則（平成29年３月６日教育細則第１号） 

１ この細則は，平成29年４月１日から施行する。 

２ 平成28年度以前に入学した学生の卒業研究の内容，審査の方法等については，なお従前の例に

よる。 
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 (4) 新潟大学教育学部第 1 年次に入学した学生の既修得単位等の認定に関する取扱要項 

 

 （趣旨） 

第１ この要項は，新潟大学学則(平成 16 年学則第 1 号。以下「学則」という。)第 57 条の規定に

基づき，新潟大学教育学部（以下「本学部」という。）の第１年次に入学した者の入学する前に他

の大学又は短期大学若しくは外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位（科

目等履修生として修得した単位を含む。）及び入学する前に行った短期大学又は高等専門学校の専

攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修（以下「既修得単位等」という。）の認定

について必要な事項を定めるものとする。 

（認定の条件） 

第２ 既修得単位の認定は，その授業科目又は学修の内容が教育・学生支援機構が公示している授

業科目又は本学部が開設している授業科目（以下「該当授業科目」という。）と同一と認められ，

かつ，その授業科目の単位数が該当授業科目の単位数を下回らない場合に限り，学則第 57 条第３

項に定める単位数の範囲内で，前条に定める入学前に修得した単位については，該当授業科目の

履修により修得したものとみなすことにより，前条に定める入学前に行った学修については，該

当授業科目の履修とみなし，単位を与えることにより行う。 

 （申請の手続） 

第３ 既修得単位等の認定を受けようとする者は，次に掲げる書類を入学した年度の４月末日まで

に学部長に提出しなければならない。 
(1) 他大学等において修得した単位等に係る単位認定申請書（別記第１号様式） 

(2) 認定申請授業科目概要（別記第２号様式） 

(3) 成績証明書 

（審査） 

第４ 既修得単位等の認定の審査は，新潟大学教育学部教務委員会が当該授業科目の関連分野等の

教員に意見を求めた上，行うものとする。 
（認定） 

第５ 既修得単位等の認定の審査は，新潟大学教育学部教授会が行う。 

２ 認定した単位は，他大学等において修得した単位等に係る単位認定通知書（別記第３号様式）

をもって申請者に通知する。 
 

  附 則 

この要項は，平成 20 年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要項は，平成 22 年４月１日から施行する。 
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この細則は，平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月16日教育細則第１号） 

１ この細則は，平成24年４月１日から施行する。 

２ 平成23年度以前に入学した学生の卒業研究の内容，審査の方法等については，なお従前の例に

よる。 

附 則（平成29年３月６日教育細則第１号） 

１ この細則は，平成29年４月１日から施行する。 

２ 平成28年度以前に入学した学生の卒業研究の内容，審査の方法等については，なお従前の例に

よる。 
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 (4) 新潟大学教育学部第 1 年次に入学した学生の既修得単位等の認定に関する取扱要項 

 

 （趣旨） 

第１ この要項は，新潟大学学則(平成 16 年学則第 1 号。以下「学則」という。)第 57 条の規定に

基づき，新潟大学教育学部（以下「本学部」という。）の第１年次に入学した者の入学する前に他

の大学又は短期大学若しくは外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位（科

目等履修生として修得した単位を含む。）及び入学する前に行った短期大学又は高等専門学校の専

攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修（以下「既修得単位等」という。）の認定

について必要な事項を定めるものとする。 

（認定の条件） 

第２ 既修得単位の認定は，その授業科目又は学修の内容が教育・学生支援機構が公示している授

業科目又は本学部が開設している授業科目（以下「該当授業科目」という。）と同一と認められ，

かつ，その授業科目の単位数が該当授業科目の単位数を下回らない場合に限り，学則第 57 条第３

項に定める単位数の範囲内で，前条に定める入学前に修得した単位については，該当授業科目の

履修により修得したものとみなすことにより，前条に定める入学前に行った学修については，該

当授業科目の履修とみなし，単位を与えることにより行う。 

 （申請の手続） 

第３ 既修得単位等の認定を受けようとする者は，次に掲げる書類を入学した年度の４月末日まで

に学部長に提出しなければならない。 
(1) 他大学等において修得した単位等に係る単位認定申請書（別記第１号様式） 

(2) 認定申請授業科目概要（別記第２号様式） 

(3) 成績証明書 

（審査） 

第４ 既修得単位等の認定の審査は，新潟大学教育学部教務委員会が当該授業科目の関連分野等の

教員に意見を求めた上，行うものとする。 
（認定） 

第５ 既修得単位等の認定の審査は，新潟大学教育学部教授会が行う。 

２ 認定した単位は，他大学等において修得した単位等に係る単位認定通知書（別記第３号様式）

をもって申請者に通知する。 
 

  附 則 

この要項は，平成 20 年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要項は，平成 22 年４月１日から施行する。 
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別記第１号様式（第３関係） 

 

 

他大学等において修得した単位等に係る単位認定申請書 

 

 

     年   月   日 

 新潟大学教育学部長 殿 

 

所  属 
課程  第１年次

在籍番号         

本人氏名  

 

 新潟大学学則第 57 条の規定により単位の認定を受けたいので，下記により申請します。 

 

 

記 

 
単位の修得を行った大学等名 添  付  す  る  書  類 

  1 成績証明書 

 2 修了（在学）証明書 

 3 その他 

認 定 を 希 望 す る 授 業 科 目 
      認定の対象となる他大学等 

      において修得した単位等             

科目区分 講義番号 授 業 科 目 名 単位数 授 業 科 目 名 等 単位数等 評価等

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（注）右欄に記載する授業科目に対応させて左欄の認定を希望する該当授業科目の科目区分， 
授業科目名及び単位数を記入すること。 
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別記第２号様式（第３関係） 

 

 

認 定 申 請 授 業 科 目 概 要 

 

 

課 程 名                    

在 籍 番 号                    

氏 名                    

 

 

入 学 前 の 修 得 単 位 及 び 学 修 

区  分 授 業 科 目 名 等 単 位 授 業 内 容 等 の 概 要 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（注）当該授業科目の内容等の概要がわかる便覧。講義要録等を添えて提出すること。 
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別記第１号様式（第３関係） 

 

 

他大学等において修得した単位等に係る単位認定申請書 

 

 

     年   月   日 

 新潟大学教育学部長 殿 

 

所  属 
課程  第１年次

在籍番号         

本人氏名  

 

 新潟大学学則第 57 条の規定により単位の認定を受けたいので，下記により申請します。 

 

 

記 

 
単位の修得を行った大学等名 添  付  す  る  書  類 

  1 成績証明書 

 2 修了（在学）証明書 

 3 その他 

認 定 を 希 望 す る 授 業 科 目 
      認定の対象となる他大学等 

      において修得した単位等             

科目区分 講義番号 授 業 科 目 名 単位数 授 業 科 目 名 等 単位数等 評価等

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

（注）右欄に記載する授業科目に対応させて左欄の認定を希望する該当授業科目の科目区分， 
授業科目名及び単位数を記入すること。 
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別記第２号様式（第３関係） 

 

 

認 定 申 請 授 業 科 目 概 要 

 

 

課 程 名                    

在 籍 番 号                    

氏 名                    

 

 

入 学 前 の 修 得 単 位 及 び 学 修 

区  分 授 業 科 目 名 等 単 位 授 業 内 容 等 の 概 要 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（注）当該授業科目の内容等の概要がわかる便覧。講義要録等を添えて提出すること。 
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別記第３号様式（第５関係） 

 

他大学等において修得した単位等に係る単位認定通知書 

 

 

  教育学部              課程 

 

  在籍番号                 

 

  氏  名               殿 

 

 新潟大学学則第 57 条の規定に基づき，下記のとおり           で修得した授業科

目の単位を，本学において修得又は履修したものとみなし単位を認定する。 

 

記 

 

認 定 す る 授 業 科 目 認定の基礎となった単位等 

科目区分 講義番号 授 業 科 目 名 単 位 評 価 授 業 科 目 名 単位等 評価等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
       年   月   日 
 
                    新潟大学教育学部長 

 
印 
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別記第３号様式（第５関係） 

 

他大学等において修得した単位等に係る単位認定通知書 

 

 

  教育学部              課程 

 

  在籍番号                 

 

  氏  名               殿 

 

 新潟大学学則第 57 条の規定に基づき，下記のとおり           で修得した授業科

目の単位を，本学において修得又は履修したものとみなし単位を認定する。 

 

記 

 

認 定 す る 授 業 科 目 認定の基礎となった単位等 

科目区分 講義番号 授 業 科 目 名 単 位 評 価 授 業 科 目 名 単位等 評価等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
       年   月   日 
 
                    新潟大学教育学部長 

 
印 
  

－ 123 －

(5)新潟大学養護教諭特別別科規程 

 (趣旨) 

第1条 この規程は，新潟大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第87条に規定する新潟大学養

護教諭特別別科(以下「特別別科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第2条 特別別科は，養護教諭を養成することを目的とする。 

(管理運営) 

第3条 特別別科の管理運営については，新潟大学教育学部教授会(以下「教育学部教授会」という。)が行うもの

とする。 

(収容定員) 

第4条 特別別科の収容定員は，50人とする。 

(学年，学期及び休業日) 

第5条 特別別科の学年，学期及び休業日については，学則第36条から第38条までの規定に定めるところによる。 

(修業年限) 

第6条 特別別科の修業年限は，1年とする。 

(在学年限) 

第7条 学生が特別別科に在学することができる年限は，2年を超えることができない。 

(入学資格) 

第8条 特別別科に入学することができる者は，学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項に規定する大学

の入学資格を有し，かつ，保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条各号のいずれかに該当する者

とする。 

(入学の時期) 

第9条 特別別科の入学の時期は，毎年学年の始めとする。 

(入学者の選抜等) 

第10条 特別別科に入学を志願する者については，別に定めるところにより入学者の選抜を行う。 

2 前項の入学者選抜における合格者の認定は，教育学部教授会の議を経て，学長が行う。 

(教育課程) 

第11条 授業科目は，教養科目及び専門科目に区分する。 

2 前項の授業科目及びその単位数並びに履修方法は，別表の定めるところによる。 

(単位の計算方法) 

第12条 授業科目の単位の計算方法は，1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成するこ

とを標準とし，授業の方法に応じ，その授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等を考慮して，次の基

準によるものとする。 

(1) 講義及び演習については，15 時間から 30 時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって 1 単位とする。 

(2) 実習及び実技については，30 時間から 45 時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって 1 単位とする。 

(単位の授与) 

第13条 授業科目の修了の認定は，その授業科目についての平素の学習状況，出席状況，試験その他の成績によ

り，学年末又は学期末に行うものとし，それに合格した学生には，所定の単位を与える。 

2 成績の評価は，100点をもって満点とし，60点以上を合格とする。 

3 前項の成績の評語は，秀(90点以上)，優(89点～80点)，良(79点～70点)，可(69点～60点)及び不可(59点以

下)とする。 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 
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第14条 特別別科を修了した者で，保健師助産師看護師法第7条の規定による看護師の免許を受けたものは，教

育職員免許法(昭和24年法律第147号)による養護教諭一種免許状の授与の所要資格を取得することができる。 

(修了) 

第15条 第6条に規定する修業年限以上在学し，かつ，所定の授業科目の単位を修得した学生の修了の認定は，

教育学部教授会の議を経て，学長が行う。 

2 学長は，前項の規定により修了と認定された者には，修了証書を授与する。 

(休学，復学，転学，退学，除籍及び復籍) 

第16条 特別別科における学生の休学，復学，転学，退学，除籍及び復籍については，学則第65条，第67条，

第68条，第70条及び第71条の規定を準用する。この場合において，次の表の第1欄に掲げる学則の規定中同

表の第2欄に掲げる字句は，それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第1欄 第2欄 第3欄 

第65条第1項 所属する学部の学部長 教育学部長 

第67条第3項 

第68条 

第70条第2項 

第65条第2項 その学生が所属する学部の学部長 教育学部長 

第71条第1項各号列記以外

の部分 

その学生が所属する学部の教授会の議を経

て，学部長 

教育学部教授会の議を経て，教育

学部長 

第71条第1項第2号 第40条 新潟大学養護教諭特別別科規程第

7条 

第71条第1項第3号 第66条第1項ただし書 新潟大学養護教諭特別別科規程第

17条 

第71条第2項 当該学部の教授会の議を経て，学部長 教育学部教授会の議を経て，教育

学部長 

第71条第3項 その学部 教育学部 

(休学期間) 

第17条 休学期間は，1年を超えることができない。 

2 休学期間は，第7条の在学年限に算入しない。 

(表彰及び懲戒) 

第18条 特別別科における学生の表彰及び懲戒については，学則第72条及び第73条の規定を準用する。この場

合において，学則第72条第2項中「学部長」とあるのは「教育学部長」と，「その学部に所属する」とあるの

は「特別別科の」と，それぞれ読み替えるものとする。 

(検定料，入学料，授業料及び寄宿料) 

第 19 条 特別別科における検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額，徴収の時期，免除，徴収猶予等については，

学則第74条から第79条，第89条及び第90条の規定を準用する。この場合において，学則第74条中「本学の

学部」とあるのは「特別別科」と読み替えるものとする。 

(規程の改廃) 

第20条 この規程の改廃は，教育学部教授会の議を経て行う。 

附 則 

この規程は，平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年3月30日規程第32号) 

この規程は，平成19年4月1日から施行する。 
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第14条 特別別科を修了した者で，保健師助産師看護師法第7条の規定による看護師の免許を受けたものは，教

育職員免許法(昭和24年法律第147号)による養護教諭一種免許状の授与の所要資格を取得することができる。 

(修了) 

第15条 第6条に規定する修業年限以上在学し，かつ，所定の授業科目の単位を修得した学生の修了の認定は，

教育学部教授会の議を経て，学長が行う。 

2 学長は，前項の規定により修了と認定された者には，修了証書を授与する。 

(休学，復学，転学，退学，除籍及び復籍) 

第16条 特別別科における学生の休学，復学，転学，退学，除籍及び復籍については，学則第65条，第67条，

第68条，第70条及び第71条の規定を準用する。この場合において，次の表の第1欄に掲げる学則の規定中同

表の第2欄に掲げる字句は，それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第1欄 第2欄 第3欄 

第65条第1項 所属する学部の学部長 教育学部長 

第67条第3項 

第68条 

第70条第2項 

第65条第2項 その学生が所属する学部の学部長 教育学部長 

第71条第1項各号列記以外

の部分 

その学生が所属する学部の教授会の議を経

て，学部長 

教育学部教授会の議を経て，教育

学部長 

第71条第1項第2号 第40条 新潟大学養護教諭特別別科規程第

7条 

第71条第1項第3号 第66条第1項ただし書 新潟大学養護教諭特別別科規程第

17条 

第71条第2項 当該学部の教授会の議を経て，学部長 教育学部教授会の議を経て，教育

学部長 

第71条第3項 その学部 教育学部 

(休学期間) 

第17条 休学期間は，1年を超えることができない。 

2 休学期間は，第7条の在学年限に算入しない。 

(表彰及び懲戒) 

第18条 特別別科における学生の表彰及び懲戒については，学則第72条及び第73条の規定を準用する。この場

合において，学則第72条第2項中「学部長」とあるのは「教育学部長」と，「その学部に所属する」とあるの

は「特別別科の」と，それぞれ読み替えるものとする。 

(検定料，入学料，授業料及び寄宿料) 

第 19 条 特別別科における検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額，徴収の時期，免除，徴収猶予等については，

学則第74条から第79条，第89条及び第90条の規定を準用する。この場合において，学則第74条中「本学の

学部」とあるのは「特別別科」と読み替えるものとする。 

(規程の改廃) 

第20条 この規程の改廃は，教育学部教授会の議を経て行う。 

附 則 

この規程は，平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年3月30日規程第32号) 

この規程は，平成19年4月1日から施行する。 
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附 則(平成19年12月26日規程第59号) 

この規程は，平成19年12月26日から施行する。 

附 則(平成20年3月31日規程第12号) 

この規程は，平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月31日規程第17号) 

この規程は，平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年3月31日規程第11号) 

この規程は，平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月30日規程第23号) 

この規程は，平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月31日規程第10号) 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月8日規程第7号) 

この規程は，平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成29年3月21日規程第28号) 

1 この規程は，平成29年4月1日から施行する。 

2 平成28年度以前に入学した学生の取扱いについては，なお従前の例による。 

附 則 

この規程は，平成30年4月1日から施行する。 
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　　　附　則（平成30年3月29日規程第15号)

この規程は，平成30年4月1日から施行する。

　　　附　則(平成31年2月20日規程第7号)

この規程は，平成31年4月1日から施行する。

－ 119 －



別表(第11条関係) 

授業科目及び単位数並びに履修方法 

区分 授業科目 講義・演習・実習等の別 

単位数 

必

修

選

択
計

教
養
科
目 

日本国憲法 講義 2  2 

外国語コミュニケーション 演習 2  2 

情報機器の操作 講義 2  2 

体育講義 講義 1  1 

体育実技 実技 1  1 

計 8  8 

専
門
科
目 

養
護
に
関
す
る
科
目 

学校保健 講義 2  2 

健康診断実習 実習 1  1 

救急処置・看護法実習 実習 2  2 

衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。) 講義 2  2 

栄養学(食品学を含む。) 講義 2  2 

養護概説 講義 2  2 

健康相談活動の理論と方法 講義 2  2 

学校保健演習 演習 1  1 

性・エイズ教育講義 講義 2  2 

環境保健実習 実習 1  1 

    
   

       

障害児の心理・精神保健 講義   2 

 2
ヘルスプロモーション・ウエルネス概論 講義   2 

健康生活環境論 講義   2 

養護教諭新聞活用教育(NIE)実践法講義 講義   2 

         

修了研究 演習 3  3 

小計 20 2 22 

教
職
に
関
す
る
科
目 

教育学概論 講義 2  2 

教育心理学 講義 2  2 

         

生徒指導 講義 2  2

 
   
   

        

養護教育実践研究(養護実習事前事後研究を含む。) 講義 4  4 

養護実習 実習 4  4 

小    計 

14  14 

計 34 2 36 

合計(修了要件) 42 2 44 
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特別支援教育概論
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別表(第11条関係) 

授業科目及び単位数並びに履修方法 

区分 授業科目 講義・演習・実習等の別 

単位数 

必

修

選

択
計

教
養
科
目 

日本国憲法 講義 2  2 

外国語コミュニケーション 演習 2  2 

情報機器の操作 講義 2  2 

体育講義 講義 1  1 

体育実技 実技 1  1 

計 8  8 

専
門
科
目 

養
護
に
関
す
る
科
目 

学校保健 講義 2  2 

健康診断実習 実習 1  1 

救急処置・看護法実習 実習 2  2 

衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。) 講義 2  2 

栄養学(食品学を含む。) 講義 2  2 

養護概説 講義 2  2 

健康相談活動の理論と方法 講義 2  2 

学校保健演習 演習 1  1 

性・エイズ教育講義 講義 2  2 

環境保健実習 実習 1  1 

    
   

       

障害児の心理・精神保健 講義   2 

 2
ヘルスプロモーション・ウエルネス概論 講義   2 

健康生活環境論 講義   2 

養護教諭新聞活用教育(NIE)実践法講義 講義   2 

         

修了研究 演習 3  3 

小計 20 2 22 

教
職
に
関
す
る
科
目 

教育学概論 講義 2  2 

教育心理学 講義 2  2 

         

生徒指導 講義 2  2

 
   
   

        

養護教育実践研究(養護実習事前事後研究を含む。) 講義 4  4 

養護実習 実習 4  4 

小    計 

14  14 

計 34 2 36 

合計(修了要件) 42 2 44 
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9　関係法規





9 関 係 法 規 

教 育 基 本 法 

                                平成 18 年 12 月 22 日 

                                法 律 第 1 2 0 号 

我々日本国民は，たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるととも

に，世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 

 我々は，この理想を実現するため，個人の尊厳を重んじ，真理と正義を希求し，公共の精神を尊び，

豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに，伝統を継承し，新しい文化の創造を目

指す教育を推進する。 

 ここに，我々は，日本国憲法の精神にのっとり，我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し，そ

の振興を図るため，この法律を制定する。 

 

第一章 教育の目的及び理念 

（教育の目的） 

第一条 

 教育は，人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心

身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

（教育の目標） 

第二条 

 教育は，その目的を実現するため，学問の自由を尊重しつつ，次に掲げる目標を達成するよう行わ

れるものとする。 

一 幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，豊かな情操と道徳心を培うとともに，

健やかな身体を養うこと。 

二 個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び自律の精神を養うとともに，

職業及び生活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。 

三 正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずるとともに，公共の精神に基づき，主体的

に社会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。 

四 生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重し，

国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

（生涯学習の理念） 

第三条 

国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができるよう，その生涯にわたって，  

あらゆる機会に，あらゆる場所において学習することができ，その成果を適切に生かすことのできる

社会の実現が図られなければならない。 

（教育の機会均等） 

第四条  

すべて国民は，ひとしく，その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず，人種，

信条，性別，社会的身分，経済的地位又は門地によって，教育上差別されない。 

２ 国及び地方公共団体は，障害のある者が，その障害の状態に応じ，十分な教育を受けられるよう，

教育上必要な支援を講じなければならない。 

３ 国及び地方公共団体は，能力があるにもかかわらず，経済的理由によって修学が困難な者に対し

て，奨学の措置を講じなければならない。 
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第二章 教育の実施に関する基本 

（義務教育） 

第五条 

 国民は，その保護する子に，別に法律で定めるところにより，普通教育を受けさせる義務を負う。 

２ 義務教育として行われる普通教育は，各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生

きる基礎を培い，また，国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的

として行われるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は，義務教育の機会を保障し，その水準を確保するため，適切な役割分担及

び相互の協力の下，その実施に責任を負う。 

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については，授業料を徴収しない。 

（学校教育） 

第六条 

 法律に定める学校は，公の性質を有するものであって，国，地方公共団体及び法律に定める法人の

みが，これを設置することができる。 

２ 前項の学校においては，教育の目標が達成されるよう，教育を受ける者の心身の発達に応じて，

体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において，教育を受ける者が，学校生

活を営む上で必要な規律を重んずるとともに，自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視

して行われなければならない。 

（大学） 

第七条  

大学は，学術の中心として，高い教養と専門的能力を培うとともに，深く真理を探究して新たな知

見を創造し，これらの成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとする。 

２ 大学については，自主性，自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければ

ならない。 

（私立学校） 

第八条  

私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ，国及び地方公共団

体は，その自主性を尊重しつつ，助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなけれ

ばならない。 

（教員） 

第九条  

法律に定める学校の教員は，自己の崇高な使命を深く自覚し，絶えず研究と修養に励み，その職責

の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については，その使命と職責の重要性にかんがみ，その身分は尊重され，待遇の適正

が期せられるとともに，養成と研修の充実が図られなければならない。 

（家庭教育） 

第十条  

父母その他の保護者は，子の教育について第一義的責任を有するものであって，生活のために必要

な習慣を身に付けさせるとともに，自立心を育成し，心身の調和のとれた発達を図るよう努めるもの

とする。 

２ 国及び地方公共団体は，家庭教育の自主性を尊重しつつ，保護者に対する学習の機会及び情報の

提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（幼児期の教育） 

第十一条 

 幼児期の教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ，国及び地

方公共団体は，幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって，その振興

に努めなければならない。 
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（社会教育） 

第十二条 

 個人の要望や社会の要請にこたえ，社会において行われる教育は，国及び地方公共団体によって奨

励されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は，図書館，博物館，公民館その他の社会教育施設の設置，学校の施設の利 

 用，学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならな

い。 

（学校，家庭及び地域住民等の相互の連携協力） 

第十三条 

 学校，家庭及び地域住民その他の関係者は，教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するととも

に，相互の連携及び協力に努めるものとする。 

（政治教育） 

第十四条  

良識ある公民として必要な政治的教養は，教育上尊重されなければならない。 

２ 法律に定める学校は，特定の政党を支持し，又はこれに反対するための政治教育その他政治的活

動をしてはならない。 

（宗教教育） 

第十五条 

 宗教に関する寛容の態度，宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は，教育上

尊重されなければならない。 

２ 国及び地方公共団体が設置する学校は，特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしては

ならない。 

第三章 教育行政 

（教育行政） 

第十六条 

教育は，不当な支配に服することなく，この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべき

ものであり，教育行政は，国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下，公正かつ適正

に行われなければならない。 

２ 国は，全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため，教育に関する施策を総合的に

策定し，実施しなければならない。 

３ 地方公共団体は，その地域における教育の振興を図るため，その実情に応じた教育に関する施策

を策定し，実施しなければならない。 

４ 国及び地方公共団体は，教育が円滑かつ継続的に実施されるよう，必要な財政上の措置を講じな

ければならない。 

（教育振興基本計画） 

第十七条 

 政府は，教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，教育の振興に関する施策

についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について，基本的な計画を定め，これを

国会に報告するとともに，公表しなければならない。 

２ 地方公共団体は，前項の計画を参酌し，その地域の実情に応じ，当該地方公共団体における教育

の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 

第四章 法令の制定 

第十八条 

 この法律に規定する諸条項を実施するため，必要な法令が制定されなければならない。 

附則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は，公布の日から施行する。 
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第二章 教育の実施に関する基本 

（義務教育） 

第五条 

 国民は，その保護する子に，別に法律で定めるところにより，普通教育を受けさせる義務を負う。 

２ 義務教育として行われる普通教育は，各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生

きる基礎を培い，また，国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的

として行われるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は，義務教育の機会を保障し，その水準を確保するため，適切な役割分担及

び相互の協力の下，その実施に責任を負う。 

４ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については，授業料を徴収しない。 

（学校教育） 

第六条 

 法律に定める学校は，公の性質を有するものであって，国，地方公共団体及び法律に定める法人の

みが，これを設置することができる。 

２ 前項の学校においては，教育の目標が達成されるよう，教育を受ける者の心身の発達に応じて，

体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において，教育を受ける者が，学校生

活を営む上で必要な規律を重んずるとともに，自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視

して行われなければならない。 

（大学） 

第七条  

大学は，学術の中心として，高い教養と専門的能力を培うとともに，深く真理を探究して新たな知

見を創造し，これらの成果を広く社会に提供することにより，社会の発展に寄与するものとする。 

２ 大学については，自主性，自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければ

ならない。 

（私立学校） 

第八条  

私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ，国及び地方公共団

体は，その自主性を尊重しつつ，助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなけれ

ばならない。 

（教員） 

第九条  

法律に定める学校の教員は，自己の崇高な使命を深く自覚し，絶えず研究と修養に励み，その職責

の遂行に努めなければならない。 

２ 前項の教員については，その使命と職責の重要性にかんがみ，その身分は尊重され，待遇の適正

が期せられるとともに，養成と研修の充実が図られなければならない。 

（家庭教育） 

第十条  

父母その他の保護者は，子の教育について第一義的責任を有するものであって，生活のために必要

な習慣を身に付けさせるとともに，自立心を育成し，心身の調和のとれた発達を図るよう努めるもの

とする。 

２ 国及び地方公共団体は，家庭教育の自主性を尊重しつつ，保護者に対する学習の機会及び情報の

提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（幼児期の教育） 

第十一条 

 幼児期の教育は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ，国及び地

方公共団体は，幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって，その振興

に努めなければならない。 

－ 129 － － 123 －
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